
出席停止の解釈 

学校伝染病 第２種 

病  名 出席停止期間 

インフルエンザ 熱が下がって２日を経過するまで 

麻疹（はしか） 熱が下がって３日を経過するまで 

風疹（３日ばしか） 発疹が消えるまで 

水痘（みずぼうそう） すべての発疹がかさぶたになるまで 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 耳下腺腫脹が減退するまで 

百日咳 特有の咳が出なくなるまで 

結核 医師が感染のおそれがないと認めるまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 主な症状がなくなってから２日を経過するまで 

学校伝染病 第３種（教育活動にて流行を広げる可能性がある伝染病） 

急性出血性結膜炎・ 

流行性角結膜炎 
医師が感染のおそれがないと認めるまで 

学校伝染病 第３種（条件によって登園停止になる伝染病） 

溶連菌感染症 登園は医師の判断による 

手足口病・ヘルパンギーナ 登園は医師の判断による 

流行性嘔吐下痢病 

（ウィルス性胃腸炎） 

下痢・嘔吐から回復し、全身状態良好なら 

登園可 

ウィルス性感染 主要症状が消失し、肝機能正常化した時 

伝染性紅斑（りんご病） 発疹期には感染力はほとんどなく登園可 

マイコプラズマ感染症 症状が改善し、全身状態の良い者は登園可 

登園停止の必要はないと考える疾患・・・アタマジラミ、水いぼ、とびひ 
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